
エルズサポート株式会社 保証委託申込書【個人用】
お申し込みＦＡＸ番号 03-3382-3490
お問合わせＴＥＬ番号 0120-957-490
メールアドレス shinsaall@ls-support.co.jp

代理店様記入欄

申
込
物
件
内
容

物件名

号室

月額賃料等
合計額

円(保証対象額）

フリガナ 賃料
円

住所

〒　　　　　－     　 都　道

府　県

管理費共益費
円

駐車場代
円

入居
予定日

西暦 定期借家は　　
こちらにチェッ
クしてください

⇒□
物件
用途

　　□住居　 　 □事務所　  □店舗　
　　□駐車場   □他（　　  　　  　　）

①その他固定費

円（　　　　　　　　　　　　）

年　　　　　月　　　　　日 ②その他固定費

円（　　　　　　　　　　　　）

敷金
ヶ月分

礼金
ヶ月分

償却
ヶ月分

③その他固定費

円（　　　　　　　　　　　　）

円 円 円
④その他固定費

円（　　　　　　　　　　　　）

お申込者記入欄

申
込
者

フリガナ 生
年
月
日

西暦 年 男
・
女

電話
番号

固定

氏名
携帯

　　　月　　　　日　　（　　　　歳）
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

フリガナ

現住所
〒　　　　－     　 都　道

府　県

居住年数

　　年　　ヶ月

フリガナ 電話番号 　　　－　　　　　　－ 所属 役職

勤務先
名称

勤続年数 　年　　　　　　ヶ月

月収 万円 年収 万円

所在地 〒　　　　　－     　 　

住居種別 1.賃貸　　2.家族所有　　3.自己所有　　4.社宅/寮　　5.居候　　6.その他（　　　　　　　）

業種 1.IT系　　2.小売/サービス　　3.土木建築　　4.製造　　5.金融　　6.不動産　　7.運輸　　8.医療　　9.教育　　10.その他（　　　　　　　）

雇用形態 1.正社員　　2.契約社員　　3.派遣社員　　4.公務員　　5.自営　　6.ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ　　7.年金　　8.生活保護　　9.学生　　10.無職　　11.その他（　　　　　　　）

転居理由 1.独立　　2.結婚　　3.手狭　　4.環境　　5.家賃　　6.就職/入学　　7.通勤　　8.転勤　　9.転職　　10.その他（　　　　　　　）

入
居
者

　□申込者のみ　　　□同居人有　　　□申込者以外　　　　　（申込者のみ、同居人有へチェックの場合は申込者の記載は不要です）

氏名（フリガナ） 続柄 生年月日 電話番号 月収 勤務先名

　　　　　

　　　　　

　　　　　

緊
急
連
絡
先
　

フリガナ 生年
月日

西暦
電話
番号

固定

　　　　　年　　　月　　　日　（　　　　歳）
氏名

携帯

性別 男　・　女 続柄 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

フリガナ

現住所
〒　　　　－     　 都　道

府　県

フリガナ 電話番号 所属 役職

勤務先
名称

勤続年数 　年　　　　　　ヶ月

月収 万円 年収 万円

所在地
〒　　　　　－     　 　 都　道

府　県

住居種別 1.賃貸　　2.家族所有　　3.自己所有　　4.社宅/寮　　5.居候　　6.施設

業種 1.IT系　　2.小売/サービス　　3.土木建築　　4.製造　　5.金融　　6.不動産　　7.運輸　　8.医療　　9.教育　　10.その他（　　　　　　　）

雇用形態 1.正社員　　2.契約社員　　3.派遣社員　　4.公務員　　5.自営　　6.ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ　　7.年金　　8.その他（　　　　　　　）

備
考
欄

 【個人情報保護法に伴う利用目的】

本人確認法に基づく申込書記載者の確認と保証サービスをご利用いただく上での資格確認を前提とし、又継続的なご利用等に際しての保証サービスの判断基準、及び申込時や、お取引解約後の事後管理の為だけの利用目的である
事を承認いたします。また、上記及びエルズサポートでの個人情報の取り扱いを同意した上での申込を致します。

代理店コード 1000170657 TEL 03-3442-1951
ご担当者

代理店名 TOMAN株式会社 FAX 03-3442-1895

仲介会社 TEL
ご担当者

住所 FAX
申込内容確認のため、申込者、勤務先、緊急連絡先、連帯保証人へご連絡させていただく場合がございます。
※審査の結果、ご希望に沿えない場合もございますので予めご了承ください。【内容・理由については一切お答えできかねます。】 202408-01
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個

人
情
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す
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条
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同
意
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ド
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扱
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T
O

M
A

N
株

式
会

社

□
L
A

C
T
ii居

住
用

50〔分
割

700 円
〕（集

金
代

行
）(67945)

保
証

委
託

契
約

（
以

下
「
本

契
約

」
と

い
う

。
）
の

申
込

者
（
契

約
者

も
含

む
。

以
下

「
申

込
者

」
と

い
う

）
は

、
エ

ル
ズ

サ
ポ

ー
ト

株
式

会
社

（
以

下
「
保

証
会

社
」
と

い
う

）
が

、
本

条
項

に
従

い
、

個
人

情
報

を
取

扱
う

こ
と

に
同

意
い

た
し

ま
す

。
ま

た
、

申
込

者
が

複
数

名
の

場
合

に
は

、
共

同
申

込
者

全
員

の
同

意
の

上
で

、
共

同
申

込
者

の
代

表
と

し
て

署
名

す
る

こ
と

を
了

承
し

ま
す

。
第

1条
（個

人
情

報
）

個
人

情
報

と
は

、
以

下
の

個
人

に
関

す
る

情
報

等
を

い
い

、
当

該
情

報
に

含
ま

れ
る

氏
名

、
生

年
月

日
そ

の
他

の
記

述
等

に
よ

り
特

定
の

個
人

を
識

別
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
等

を
い

い
ま

す
。

ま
た

、
そ

の
情

報
の

み
で

は
識

別
で

き
な

い
場

合
で

も
、

他
の

情
報

と
容

易
に

照
合

す
る

こ
と

が
で

き
、

そ
れ

に
よ

り
特

定
の

個
人

を
識

別
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
等

も
個

人
情

報
に

含
ま

れ
ま

す
。

①
氏

名
、

性
別

、
生

年
月

日
、

住
所

、
電

話
番

号
、

国
籍

、
職

業
、

勤
務

先
名

称
、

勤
務

先
住

所
、

勤
務

先
電

話
番

号
及

び
月

収
等

の
保

証
委

託
申

込
書

、
保

証
委

託
契

約
書

及
び

保
証

契
約

書
に

記
載

さ
れ

た
属

性
情

報
（
変

更
後

の
情

報
を

含
む

）
、

及
び

本
籍

地
、

健
康

情
報

、
障

害
情

報
、

生
活

保
護

の
受

給
情

報
な

ど
の

要
配

慮
個

人
情

報
。

②
保

証
委

託
契

約
及

び
保

証
契

約
に

関
す

る
賃

貸
物

件
の

名
称

、
所

在
地

及
び

賃
料

等
の

契
約

情
報

。
③

保
証

委
託

契
約

及
び

保
証

契
約

に
関

す
る

賃
料

支
払

状
況

等
の

取
引

情
報

。
④

運
転

免
許

証
、

パ
ス

ポ
ー

ト
及

び
外

国
人

登
録

証
明

書
等

に
記

載
さ

れ
た

本
人

確
認

の
た

め
の

情
報

。
⑤

個
人

の
肖

像
又

は
音

声
を

磁
気

的
又

は
光

学
的

記
録

媒
体

等
に

て
記

録
さ

れ
た

映
像

又
は

音
声

情
報

。
⑥

裁
判

所
等

公
共

機
関

、
官

報
、

マ
ス

メ
デ

ィ
ア

、
電

話
帳

、
住

宅
地

図
等

に
お

い
て

公
開

さ
れ

て
い

る
情

報
。

第
2条

（
関

連
す

る
個

人
情

報
）

保
証

会
社

は
、

緊
急

連
絡

先
及

び
同

居
人

等
の

申
込

者
等

の
関

係
者

に
関

す
る

個
人

情
報

に
つ

い
て

も
本

条
項

に
従

っ
て

取
り

扱
い

ま
す

。
第

3条
（
個

人
情

報
の

利
用

目
的

）
 

保
証

会
社

が
取

り
扱

う
個

人
情

報
の

利
用

目
的

は
以

下
の

と
お

り
で

す
。

利
用

目
的

を
超

え
て

個
人

情
報

を
利

用
す

る
こ

と
は

あ
り

ま
せ

ん
。

①
保

証
委

託
契

約
及

び
賃

貸
保

証
契

約
の

締
結

可
否

の
判

断
の

た
め

。
②

保
証

委
託

契
約

及
び

賃
貸

保
証

契
約

の
締

結
及

び
履

行
の

た
め

。
③

保
証

委
託

契
約

に
基

づ
く

事
前

及
び

事
後

求
償

権
の

行
使

の
た

め
。

④
サ

ー
ビ

ス
の

紹
介

の
た

め
。

⑤
サ

ー
ビ

ス
の

品
質

向
上

の
た

め
。

⑥
ご

意
見

、
ご

要
望

又
は

ご
相

談
に

つ
い

て
、

確
認

、
回

答
又

は
そ

の
他

の
対

応
を

行
う

た
め

。
⑦

賃
貸

人
及

び
管

理
会

社
か

ら
の

委
託

に
基

づ
く
収

納
代

行
事

務
を

行
う

た
め

。
 

⑧
賃

貸
借

契
約

の
履

行
及

び
管

理
並

び
に

契
約

終
了

後
の

債
権

債
務

の
精

算
に

協
力

す
る

た
め

。
 

⑨
上

記
①

か
ら

⑧
の

利
用

目
的

を
達

成
す

る
た

め
に

必
要

な
範

囲
で

の
個

人
情

報
の

第
三

者
へ

の
提

供
。

第
4
条

（
個

人
情

報
の

第
三

者
へ

の
提

供
）

①
保

証
会

社
は

、
以

下
に

該
当

す
る

場
合

を
除

く
ほ

か
、

あ
ら

か
じ

め
申

込
者

等
本

人
の

同
意

を
得

ず
に

個
人

情
報

を
第

三
者

に
提

供
す

る
こ

と
は

あ
り

ま
せ

ん
。

a)法
令

に
基

づ
く

場
合

b
)人

の
生

命
、

身
体

又
は

財
産

の
保

護
の

た
め

に
必

要
が

あ
る

場
合

で
あ

っ
て

、
本

人
の

同
意

を
得

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
と

き
。

c
)公

衆
衛

生
の

向
上

又
は

児
童

の
健

全
な

育
成

の
推

進
の

た
め

に
特

に
必

要
が

あ
る

場
合

で
あ

っ
て

、
本

人
の

同
意

を
得

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
と

き
。

d
)国

の
機

関
若

し
く

は
地

方
公

共
団

体
又

は
そ

の
委

託
を

受
け

た
者

が
法

令
の

定
め

る
事

務
を

遂
行

す
る

こ
と

に
対

し
て

協
力

す
る

必
要

が
あ

る
場

合
で

あ
っ

て
、

本
人

の
同

意
を

得
る

こ
と

に
よ

り
当

該
事

務
の

遂
行

に
支

障
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

が
あ

る
と

き
。

②
申

込
者

等
は

、
保

証
会

社
が

申
込

者
等

の
個

人
情

報
を

以
下

の
第

三
者

に
対

し
提

供
す

る
こ

と
に

同
意

し
ま

す
。

ⅰ
第

3条
記

載
の

利
用

目
的

の
達

成
の

た
め

に
、

申
込

者
、

連
帯

保
証

人
予

定
者

、
賃

借
人

、
連

帯
保

証
人

、
賃

貸
人

、
管

理
会

社
、

緊
急

連
絡

先
若

し
く
は

同
居

人
等

の
申

込
者

等
の

関
係

者
、

又
は

そ
の

他
し

か
る

べ
き

第
三

者
に

対
し

提
供

す
る

こ
と

。
ⅱ

そ
の

他
申

込
者

等
が

第
三

者
に

不
利

益
を

及
ぼ

す
と

保
証

会
社

が
判

断
し

た
場

合
に

当
該

第
三

者
に

対
し

提
供

す
る

こ
と

。
ⅲ

保
険

商
品

、
各

種
サ

ー
ビ

ス
の

案
内

・
提

供
の

た
め

、
氏

名
、

性
別

、
生

年
月

日
、

住
所

、
電

話
番

号
そ

の
他

保
証

会
社

が
申

込
者

等
よ

り
取

得
し

た
個

人
情

報
一

式
を

、
保

険
会

社
、

取
扱

代
理

店
又

は
提

携
会

社
に

提
供

す
る

こ
と

。
③

保
証

会
社

が
個

人
情

報
を

第
三

者
へ

提
供

す
る

手
段

又
は

方
法

は
、

シ
ス

テ
ム

へ
の

入
力

、
フ

ァ
イ

ル
サ

ー
バ

に
よ

る
受

け
渡

し
、

メ
ー

ル
、

郵
送

等
で

す
。

第
5
条

（
第

三
者

の
範

囲
）

以
下

の
場

合
、

個
人

情
報

の
提

供
を

受
け

る
者

は
、

第
三

者
に

該
当

し
な

い
も

の
と

し
ま

す
。

①
保

証
会

社
が

利
用

目
的

の
達

成
に

必
要

な
範

囲
内

に
お

い
て

個
人

情
報

の
取

り
扱

い
の

一
部

又
は

全
部

を
委

託
す

る
場

合
（

委
託

先
に

お
け

る
個

人
情

報
の

取
扱

い
に

つ
い

て
は

保
証

会
社

が
責

任
を

負
い

ま
す

）
。

②
合

併
そ

の
他

の
事

由
に

よ
る

事
業

の
承

継
に

伴
っ

て
個

人
情

報
が

提
供

さ
れ

る
場

合
。

 第
6条

（
家

賃
債

務
保

証
情

報
取

扱
機

関
へ

の
登

録
･利

用
等

）
 

①
申

込
者

等
は

、
保

証
会

社
が

申
込

者
等

と
の

本
契

約
締

結
可

否
の

判
断

及
び

本
契

約
の

 履
行

・
求

償
権

の
行

使
の

た
め

に
、

保
証

会
社

の
加

盟
す

る
家

賃
債

務
保

証
情

報
取

扱
機

関
（
以

下
「
加

盟
家

賃
債

務
保

証
情

報
取

扱
機

関
」
と

い
う

）
に

照
会

し
、

申
込

者
等

に
 関

す
る

個
人

情
報

が
登

録
さ

れ
て

い
る

場
合

に
は

、
保

証
会

社
が

当
該

情
報

を
利

用
す

る
こ

と
に

同
意

し
ま

す
。

 
■

加
盟

家
賃

債
務

保
証

情
報

取
扱

機
関

名
　

　
　

称
 ：

 一
般

社
団

法
人

　
全

国
賃

貸
保

証
業

協
会

（
略

称
L
IC

C
）

住
　

　
　

所
 ：

 〒
1
0
5
-
0
0
0
4
　

東
京

都
港

区
新

橋
5
丁

目
2
2
番

6
号

　
ル

・
グ

ラ
シ

エ
ル

B
L
D

G
2
　

四
階

A
電

話
番

号
 ：

 0
570

-
086

-
11

0
U

   R
   L

  ：
 h

ttp
:/

/
jp

g.o
r.jp

②
申

込
者

等
は

、
以

下
の

表
に

定
め

る
個

人
情

報
が

加
盟

家
賃

債
務

保
証

情
報

取
扱

機
関

に
以

下
の

表
に

定
め

る
期

間
登

録
さ

れ
、

加
盟

家
賃

債
務

保
証

情
報

取
扱

機
関

の
会

員
に

よ
り

申
込

者
等

と
の

契
約

締
結

可
否

の
判

断
及

び
契

約
の

履
行

・
求

償
権

の
行

使
の

た
め

に
利

用
さ

れ
る

こ
と

に
同

意
し

ま
す

。
 

③
申

込
者

等
は

、
賃

貸
人

が
申

込
者

等
に

対
し

て
建

物
明

渡
請

求
訴

訟
を

提
起

し
た

場
合

に
、

こ
れ

に
 か

か
る

情
報

を
、

賃
貸

人
が

保
証

会
社

に
対

し
、

保
証

会
社

が
加

盟
家

賃
債

務
保

証
情

報
取

扱
機

関
に

登
録

す
る

目
的

で
提

供
す

る
こ

と
に

同
意

し
ま

す
。

 
④

原
則

と
し

て
申

込
者

等
本

人
に

限
り

、
加

盟
家

賃
債

務
保

証
情

報
取

扱
機

関
に

登
録

さ
れ

て
い

る
個

人
情

報
に

係
る

開
示

請
求

又
は

当
該

個
人

情
報

に
誤

り
が

あ
る

場
合

の
訂

正
、

削
除

等
の

申
立

を
、

加
盟

家
賃

債
務

保
証

情
報

取
扱

機
関

が
定

め
る

手
続

き
、

及
び

方
法

に
よ

っ
て

行
な

う
こ

と
が

で
き

ま
す

。
第

7条
（
信

用
情

報
機

関
へ

の
登

録
・
利

用
等

）
①

申
込

者
等

は
、

保
証

会
社

が
申

込
者

等
の

返
済

ま
た

は
支

払
い

能
力

の
調

査
の

た
め

に
、

保
証

会
社

が
加

盟
す

る
信

用
情

報
機

関
（
以

下
「
加

盟
信

用
情

報
機

関
」
と

い
う

）
及

び
加

盟
信

用
情

報
機

関
と

提
携

す
る

信
用

情
報

機
関

（
以

下
「
提

携
信

用
情

報
機

関
」
と

い
う

）
に

照
会

し
、

申
込

者
等

に
関

す
る

個
人

情
報

が
登

録
さ

れ
て

い
る

場
合

に
は

、
保

証
会

社
が

当
該

情
報

を
利

用
す

る
こ

と
に

同
意

し
ま

す
。

＜
加

盟
信

用
情

報
機

関
＞

〇
 名

      称
：
株

式
会

社
日

本
信

用
情

報
機

構
（
略

称
J
IC

C
）

　
　

所
  在

 地
：
〒

1
1
0
-
0
0
1
4
　

東
京

都
台

東
区

北
上

野
一

丁
目

１
０

番
１

４
号

　
住

友
不

動
産

上
野

ビ
ル

５
号

館
　

　
電

話
番

号
：
0
570

-
0
55-

955
    U

   R
   L

：
h
ttp

s:/
/
w

w
w

.jic
c
.c

o
.jp

/
＜

提
携

信
用

情
報

機
関

＞
〇

 名
      称

：
全

国
銀

行
個

人
信

用
情

報
セ

ン
タ

ー
    所

  在
 地

：
〒

1
0
0
-
8
2
1
6
　

　
東

京
都

千
代

田
区

丸
の

内
１

－
３

－
１

 
    電

話
番

号
：
03-

32
14

-
5
020

    U
   R

   L
：
h
ttp

s:/
/
w

w
w

.ze
n
gin

kyo
.o

r.jp
/
p
c
ic

/
〇

 名
      称

：
株

式
会

社
シ

ー
・
ア

イ
・
シ

ー
    所

  在
 地

：
〒

1
6
0
-
8
3
7
5
1
東

京
都

新
宿

区
西

新
宿

一
丁

目
2
3
-
7
　

新
宿

フ
ァ

ー
ス

ト
ウ

エ
ス

ト
1
5
階

    電
話

番
号

：
012

0-
81

0-
414

    U
   R

   L
：
h
ttp

s:/
/
w

w
w

.c
ic

.c
o
.jp

/
②

加
盟

信
用

情
報

機
関

に
、

当
該

機
関

よ
り

定
め

ら
れ

た
情

報
（
下

表
の

「
登

録
情

報
」
記

載
の

情
報

、
そ

の
履

歴
を

含
む

）
が

下
表

に
定

め
る

期
間

登
録

さ
れ

る
こ

と
で

、
当

該
機

関
及

び
提

携
信

用
情

報
機

関
の

加
盟

会
員

に
こ

れ
ら

の
登

録
に

係
る

情
報

が
提

供
さ

れ
、

申
込

者
等

の
返

済
ま

た
は

支
払

能
力

に
関

す
る

調
査

の
た

め
に

利
用

さ
れ

る
こ

と
に

同
意

し
ま

す
。

③
当

社
が

、
加

盟
信

用
情

報
機

関
か

ら
電

話
接

続
状

況
履

歴
（
全

国
の

固
定

電
話

及
び

携
帯

電
話

の
接

続
状

況
調

査
結

果
の

履
歴

で
、

調
査

年
月

日
、

電
話

接
続

状
況

、
移

転
先

電
話

番
号

を
含

む
）
の

提
供

を
受

け
、

契
約

者
及

び
保

証
人

本
人

が
識

別
さ

れ
る

個
人

デ
ー

タ
と

し
て

取
得

し
、

保
証

会
社

が
申

込
者

等
の

返
済

ま
た

は
支

払
能

力
の

調
査

の
た

め
に

使
用

し
ま

す
。

④
契

約
者

及
び

保
証

人
は

、
加

盟
信

用
情

報
機

関
に

登
録

さ
れ

て
い

る
個

人
情

報
に

係
る

開
示

請
求

又
は

当
該

個
人

情
報

に
誤

り
が

あ
る

場
合

の
訂

正
、

削
除

等
の

申
立

を
、

加
盟

信
用

情
報

機
関

が
定

め
る

手
続

き
及

び
方

法
に

よ
っ

て
行

う
こ

と
が

で
き

ま
す

。
第

8
条

（
個

人
情

報
の

保
証

会
社

へ
の

提
供

）
申

込
者

等
は

、
申

込
者

、
連

帯
保

証
人

予
定

者
、

賃
借

人
、

連
帯

保
証

人
、

賃
貸

人
、

管
理

会
社

、
仲

介
会

社
又

は
緊

急
連

絡
先

及
び

同
居

人
等

の
申

込
者

等
の

関
係

者
が

、
申

込
者

等
の

個
人

情
報

を
、

第
3
条

記
載

の
利

用
目

的
の

た
め

に
保

証
会

社
に

対
し

提
供

す
る

こ
と

に
同

意
し

ま
す

。
 

第
9
条

（
開

示
等

の
請

求
）

①
保

証
会

社
は

、
申

込
者

本
人

又
は

そ
の

代
理

人
様

か
ら

、
保

証
会

社
が

保
有

す
る

保
有

個
人

デ
ー

タ
に

関
し

て
利

用
目

的
の

通
知

、
開

示
、

内
容

の
訂

正
、

追
加

又
は

削
除

、
利

用
の

停
止

、
消

去
及

び
第

三
者

へ
の

提
供

の
停

止
、

第
三

者
提

供
記

録
の

開
示

（
以

下
、

“
開

示
等

の
請

求
”
と

い
う

。
）
を

求
め

ら
れ

た
場

合
に

は
、

遅
滞

な
く

こ
れ

に
応

じ
ま

す
。

②
開

示
等

の
請

求
を

ご
希

望
の

方
は

保
証

会
社

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

（
h
ttp

:/
/
w

w
w

.ls-
su

p
p
o
rt.c

o
.jp

/
）
を

参
照

い
た

だ
く

か
、

お
問

合
せ

窓
口

ま
で

ご
連

絡
く

だ
さ

い
。

第
1
0
条

（
個

人
情

報
の

正
確

性
）

保
証

会
社

は
、

利
用

目
的

の
達

成
に

必
要

な
範

囲
内

に
お

い
て

、
個

人
情

報
を

正
確

か
つ

最
新

内
容

に
保

つ
よ

う
努

め
ま

す
。

た
だ

し
、

保
証

委
託

契
約

又
は

賃
貸

保
証

契
約

の
申

込
時

又
は

締
結

時
に

お
い

て
ご

提
供

い
た

だ
い

た
個

人
情

報
が

正
確

か
つ

最
新

で
あ

る
こ

と
に

つ
い

て
は

、
申

込
者

等
が

責
任

を
負

う
も

の
と

し
ま

す
。

第
1
1
条

（
必

要
情

報
の

提
出

）
申

込
者

等
は

、
保

証
委

託
契

約
の

申
込

、
締

結
又

は
履

行
に

必
要

な
情

報
（
運

転
免

許
証

、
パ

ス
ポ

ー
ト

等
の

書
類

に
記

載
さ

れ
た

本
籍

地
、

国
籍

等
の

情
報

を
含

む
）
を

提
出

す
る

こ
と

に
同

意
し

ま
す

。
ま

た
、

ク
レ

ジ
ッ

ト
カ

ー
ド

保
有

情
報

や
自

己
破

産
等

の
情

報
に

つ
い

て
も

虚
偽

な
く
申

告
す

る
も

の
と

し
ま

す
。

 
第

1
2
条

（
個

人
情

報
提

供
の

任
意

性
）

保
証

会
社

は
、

申
込

者
等

か
ら

提
供

を
受

け
た

個
人

情
報

に
基

づ
き

保
証

委
託

契
約

及
び

賃
貸

保
証

契
約

の
締

結
可

否
の

判
断

を
行

い
ま

す
。

必
要

な
個

人
情

報
を

提
供

い
た

だ
け

な
い

場
合

に
は

、
保

証
委

託
契

約
及

び
賃

貸
保

証
契

約
の

締
結

を
お

断
り

さ
せ

て
い

た
だ

き
ま

す
。

第
13条

（
審

査
結

果
）

申
込

者
等

は
、

保
証

会
社

の
審

査
結

果
の

内
容

に
つ

い
て

異
議

を
申

し
立

て
な

い
こ

と
に

同
意

し
ま

す
。

な
お

、
保

証
会

社
は

、
審

査
結

果
に

関
す

る
判

定
理

由
は

開
示

し
ま

せ
ん

。
ま

た
、

保
証

会
社

は
、

法
令

に
定

め
ら

れ
た

訂
正

等
・
利

用
停

止
等

の
場

合
、

及
び

第
8
条

に
定

め
る

請
求

に
よ

る
も

の
を

除
き

、
提

供
さ

れ
た

個
人

情
報

及
び

個
人

情
報

を
含

む
書

面
に

つ
い

て
は

い
か

な
る

場
合

に
も

返
却

及
び

削
除

い
た

し
ま

せ
ん

。
第

1
4
条

（
個

人
情

報
の

管
理

）
①

保
証

会
社

は
、

そ
の

管
理

下
に

あ
る

個
人

情
報

の
紛

失
、

誤
用

及
び

改
変

を
防

止
す

る
た

め
に

、
適

切
な

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

対
策

の
実

施
に

努
め

ま
す

。
②

保
証

会
社

は
、

保
有

す
る

個
人

情
報

に
つ

い
て

権
限

を
持

つ
利

用
者

の
み

が
ア

ク
セ

ス
で

き
る

安
全

な
環

境
下

に
保

管
す

る
よ

う
努

め
ま

す
。

第
1
5
条

（
個

人
情

報
取

り
扱

い
業

務
の

外
部

委
託

）
①

保
証

会
社

は
、

申
込

者
情

報
の

入
力

業
務

を
外

国
に

委
託

し
て

い
ま

す
。

・
当

該
外

国
の

名
称

：
中

華
人

民
共

和
国

・
当

該
外

国
に

お
け

る
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

制
度

に
関

す
る

情
報

：
中

華
人

民
共

和
国

個
人

情
報

保
護

法
・
当

該
第

三
者

が
講

ず
る

個
人

情
報

の
保

護
の

た
め

の
措

置
に

関
す

る
情

報
：
P

IP
A

（
P

e
rso

n
al in

fo
rm

atio
n
 p

ro
te

c
tio

n
 

asse
ssm

e
n
t）

マ
ー

ク
を

取
得

・
更

新
し

、
当

該
認

証
に

適
合

し
た

個
人

情
報

保
護

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

を
構

築
・
運

用
し

て
い

ま
す

。
②

上
記

以
外

の
場

合
も

、
事

業
運

営
上

の
必

要
に

応
じ

て
、

業
務

の
一

部
を

外
部

に
委

託
し

、
業

務
委

託
先

に
対

し
て

皆
様

の
個

人
情

報
を

預
け

る
こ

と
が

あ
り

ま
す

。
こ

の
場

合
、

個
人

情
報

を
適

切
に

取
り

扱
っ

て
い

る
と

認
め

ら
れ

る
委

託
先

を
選

定
し

、
契

約
等

に
お

い
て

個
人

情
報

の
適

正
管

理
・
機

密
保

持
な

ど
に

よ
り

皆
様

の
個

人
情

報
の

漏
洩

防
止

に
必

要
な

事
項

を
取

決
め

、
適

切
な

管
理

を
実

施
さ

せ
ま

す
。

第
1
6
条

（
統

計
デ

ー
タ

の
利

用
）

保
証

会
社

は
、

提
供

を
受

け
た

個
人

情
報

を
も

と
に

、
個

人
を

特
定

で
き

な
い

形
式

に
加

工
し

た
統

計
デ

ー
タ

を
作

成
す

る
こ

と
が

あ
り

ま
す

。
保

証
会

社
は

、
当

該
デ

ー
タ

に
つ

き
何

ら
の

制
限

な
く
利

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

し
ま

す
。

第
17条

（個
人

情
報

保
護

管
理

者
）

エ
ル

ズ
サ

ポ
ー

ト
株

式
会

社
　

コ
ー

ポ
レ

ー
ト

本
部

 経
営

管
理

部
　

連
絡

先
：
次

条
参

照
第

1
8
条

（
問

い
合

わ
せ

窓
口

）
個

人
情

報
に

関
す

る
苦

情
、

開
示

等
の

請
求

又
は

そ
の

他
の

ご
質

問
ご

相
談

若
し

く
は

お
問

い
合

わ
せ

に
つ

き
ま

し
て

は
、

以
下

の
問

い
合

わ
せ

窓
口

ま
で

ご
連

絡
く

だ
さ

い
。

エ
ル

ズ
サ

ポ
ー

ト
株

式
会

社
　

お
客

様
相

談
窓

口
電

話
番

号
：
01

20-
663

-
220

受
付

時
間

：
月

曜
日

～
金

曜
日

（
祝

祭
日

除
く

）
9
：
0
0～

1
8
：
00

第
19条

（備
考

）
申

込
者

が
法

人
の

場
合

、
第

6
条

は
適

用
外

と
し

ま
す

。

□
L
A

C
T
ii居

住
用

50〔
年

間
10000 円

〕（
集

金
代

行
）
(67946)

□
L
A

C
T
ii居

住
用

50〔年
間

10000 円
〕（

報
告

型
）
(67947)

※
太

枠
部

分
は

代
理

店
様

ご
記

入
欄

□
引

受
L
A

C
T
ii居

住
用

定
額

10000〔
分

割
700 円

〕（
集

金
代

行
）(72853)

保
証

委
託

契
約

内
容

事
前

説
明

書
□

引
受

L
A

C
T
ii居

住
用

定
額

10000〔年
間

10000 円
〕
（集

金
代

行
）(72854)

□
引

受
L
A

C
T
ii居

住
用

定
額

10000〔
年

間
10000 円

〕
（報

告
型

）(72855)
こ

の
度

は
、

エ
ル

ズ
サ

ポ
ー

ト
株

式
会

社
（
以

下
「
当

社
」
と

い
う

）
の

保
証

サ
ー

ビ
ス

を
ご

利
用

い
た

だ
き

、
誠

に
有

難
う

ご
ざ

い
ま

す
。

以
下

は
、

保
証

委
託

契
約

内
容

に
関

す
る

大
切

な
ご

案
内

で
す

。
各

項
目

を
お

読
み

い
た

だ
い

た
う

え
で

、
ご

署
名

を
お

願
い

致
し

ま
す

。
※

太
枠

部
分

は
代

理
店

様
ご

記
入

欄

□□

1
　

保
証

委
託

料
2
　

そ
の

他
費

用
（
必

要
に

応
じ

て
記

入
下

さ
い

）

初
回

保
証

委
託

料
月

額
賃

料
（
賃

料
、

共
益

費
、

駐
車

場
代

、
そ

の
他

固
定

費
等

の
合

計
）
の

円
円

％
＝

年
間

保
証

委
託

料
分

割
保

証
委

託
料

ヶ
月

毎
に

円
円円

3
家

賃
債

務
保

証
委

託
先

に
つ

い
て

社
名

：
　

エ
ル

ズ
サ

ポ
ー

ト
株

式
会

社
　

　
　

　
　

　
【
家

賃
債

務
保

証
業

者
登

録
 国

土
交

通
大

臣
（
2
）
第

1
8
号

 （
登

録
年

月
日

：
2
0
2
2
年

1
2
月

2
1
日

）
】

住
所

：
　

〒
1
6
4
-
0
0
0
1
　

東
京

都
中

野
区

中
野

2
-
2
4
-
1
1
　

住
友

不
動

産
中

野
駅

前
ビ

ル
1
9
階

電
話

：
　

0
1
2
0
-
6
6
3
-
2
2
0
（
お

客
様

相
談

窓
口

）

4
保

証
委

託
契

約
の

保
証

内
容

（
範

囲
）
と

保
証

金
額

に
つ

い
て

本
保

証
委

託
契

約
は

賃
料

滞
納

時
の

保
険

で
は

あ
り

ま
せ

ん
。

滞
納

時
に

も
賃

料
支

払
義

務
は

当
然

に
発

生
し

ま
す

。
保

証
会

社
は

、
お

客
様

の
債

務
と

な
る

賃
料

等
（
申

込
書

記
載

の
月

額
請

求
合

計
）
及

び
変

動
費

、
ま

た
は

賃
貸

借
契

約
が

解
除

さ
れ

た
場

合
に

生
じ

る
明

渡
し

ま
で

の
賃

料
等

相
当

損
害

金
、

訴
訟

そ
の

他
法

的
手

続
き

費
用

な
ど

に
つ

い
て

、
お

客
様

が
万

一
お

支
払

い
出

来
な

い
場

合
に

、
保

証
会

社
が

保
証

し
、

お
客

様
に

代
わ

り
賃

貸
人

様
に

お
支

払
い

し
ま

す
。

但
し

、
滞

納
状

況
に

応
じ

て
保

証
会

社
か

ら
の

支
払

を
停

止
す

る
場

合
が

あ
り

ま
す

。
ま

た
、

保
証

対
象

債
務

の
上

限
金

額
は

物
件

用
途

が
住

居
・
事

業
用

の
場

合
は

月
額

賃
料

の
2
4
ヶ

月
分

、
駐

車
場

の
場

合
は

月
額

賃
料

の
1
2
ヶ

月
分

に
相

当
す

る
金

額
と

な
り

ま
す

。
な

お
、

上
記

の
債

務
に

つ
い

て
は

保
証

会
社

が
一

時
的

に
支

払
を

行
い

ま
す

が
、

最
終

的
に

は
お

客
様

の
債

務
と

し
て

お
支

払
い

頂
く
こ

と
に

な
り

ま
す

。

5
保

証
委

託
契

約
の

保
証

期
間

に
つ

い
て

保
証

委
託

契
約

は
、

お
客

様
よ

り
保

証
会

社
が

受
領

し
た

保
証

委
託

契
約

書
ま

た
は

保
証

委
託

契
約

書
頭

書
記

載
の

保
証

委
託

契
約

締
結

日
と

賃
貸

借
契

約
始

期
日

の
う

ち
遅

い
ほ

う
の

日
よ

り
開

始
と

な
り

、
賃

貸
物

件
の

明
渡

し
を

以
っ

て
終

了
と

な
り

ま
す

。

6
保

証
委

託
契

約
の

料
金

に
つ

い
て

お
客

様
に

は
、

契
約

時
の

保
証

委
託

料
と

し
て

、
上

記
（
ま

た
は

保
証

委
託

契
約

書
頭

書
）
記

載
の

初
回

保
証

委
託

料
を

お
支

払
頂

き
ま

す
。

以
後

、
（
年

間
）
保

証
委

託
料

と
し

て
、

上
記

（
又

は
保

証
委

託
契

約
書

頭
書

）
記

載
の

年
間

保
証

委
託

料
を

1
年

経
過

月
の

前
月

末
日

ま
で

に
（
分

割
保

証
委

託
料

の
場

合
は

毎
月

の

賃
料

と
あ

わ
せ

て
）
頂

戴
し

ま
す

。
な

お
、

契
約

締
結

後
は

契
約

期
間

中
に

解
約

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

も
、

お
支

払
い

さ
れ

た
保

証
委

託
料

の
返

還
は

あ
り

ま
せ

ん
。

7
求

償
債

務
の

範
囲

と
求

償
権

の
行

使
に

つ
い

て

お
客

様
が

賃
料

の
滞

納
等

を
発

生
さ

せ
た

こ
と

に
よ

り
、

賃
貸

借
契

約
の

金
銭

支
払

債
務

を
保

証
会

社
が

保
証

し
た

場
合

、
保

証
発

生
後

、
保

証
会

社
が

賃
貸

人
様

（
物

件
オ

ー
ナ

ー
様

、
不

動
産

会
社

様
）
に

代
わ

り
、

お
客

様
に

対
し

て
ご

請
求

を
行

う
こ

と
に

な
り

ま
す

。
（
こ

れ
を

求
償

権
の

行
使

と
い

い
ま

す
。

）
 ま

た
、

求
償

権
を

行
使

す
る

に
あ

た
り

、
訴

訟
お

よ
び

法
的

な
手

続
き

が
発

生
し

た
場

合
の

費
用

も
、

お
客

様
に

ご
請

求
を

さ
せ

て
頂

き
ま

す
。

な
お

、
お

支
払

い
に

つ
い

て
、

保
証

会
社

の
定

め
た

期
日

に
お

支
払

い
頂

け
な

い
場

合
、

遅
延

損
害

金
と

し
て

、
年

1
4
.6

%
の

金
額

を
加

算
し

て
お

支
払

い
頂

く
こ

と
に

な
り

ま
す

の
で

、
く
れ

ぐ
れ

も
ご

注
意

下
さ

い
。

8
事

前
求

償
の

内
容

に
つ

い
て

＜
加

盟
家

賃
債

務
保

証
情

報
取

扱
機

関
（
L
IC

C
）
＞

＜
加

盟
信

用
情

報
機

関
（
J
IC

C
）
＞

お
客

様
が

賃
料

の
支

払
期

日
を

超
過

し
た

場
合

、
保

証
会

社
は

お
客

様
、

及
び

連
帯

保
証

人
に

対
し

事
前

に
求

償
権

を
行

使
す

る
場

合
が

あ
り

ま
す

。

9
督

促
及

び
建

物
へ

の
立

ち
入

り
に

つ
い

て

お
客

様
が

賃
料

の
滞

納
等

を
発

生
さ

せ
た

場
合

、
保

証
会

社
の

指
定

す
る

方
法

に
従

い
賃

料
等

に
加

え
て

再
請

求
事

務
手

数
料

8
8
0
円

（
内

消
費

税
1
0
%
：
8
0
円

)な
ら

び
に

本
頭

書
記

載
の

手
数

料
が

発
生

し
ま

す
。

ま
た

、
以

下
の

措
置

を
取

ら
せ

て
い

た
だ

く
こ

と
が

有
り

ま
す

の
で

予
め

ご
認

識
く
だ

さ
い

。
・
求

償
権

（
事

前
の

求
償

権
を

含
む

）
に

基
づ

き
保

証
会

社
が

電
話

、
郵

送
、

訪
問

等
の

手
段

に
よ

り
請

求
業

務
を

行
な

い
ま

す
。

・
お

客
様

の
勤

務
先

ま
た

は
緊

急
連

絡
先

に
問

い
合

わ
せ

た
う

え
で

、
連

絡
が

つ
か

な
い

、
あ

る
い

は
所

在
や

連
絡

方
法

が
把

握
で

き
な

い
場

合
、

賃
貸

人
等

の
了

解
を

得
た

う
え

で
、

保
証

会
社

の
担

当
が

物
件

の
使

用
状

況
を

確
認

す
る

た
め

に
物

件
の

敷
地

（
集

合
住

宅
等

の
場

合
は

共
用

部
分

）
へ

立
ち

入
る

こ
と

を
承

諾
し

て
頂

き
ま

す
。

・
法

令
上

認
め

ら
れ

て
い

る
場

合
、

賃
借

人
に

つ
い

て
身

体
の

異
常

そ
の

他
緊

急
の

事
態

が
発

生
し

た
可

能
性

が
あ

る
場

合
そ

の
他

正
当

な
理

由
が

あ
る

場
合

に
は

、
賃

貸
人

等
の

了
承

を
得

た
う

え
で

、
保

証
会

社
の

担
当

が
本

物
件

に
立

ち
入

る
こ

と
を

承
諾

し
て

頂
き

ま
す

。
・
お

客
様

は
、

賃
貸

人
様

が
お

客
様

か
ら

得
た

情
報

を
保

証
会

社
に

提
供

す
る

こ
と

、
及

び
保

証
会

社
が

お
客

様
か

ら
得

た
情

報
を

賃
貸

人
様

に
提

供
す

る
こ

と
に

つ
い

て
予

め
承

諾
頂

き
ま

す
。

1
0

残
置

物
の

移
管

等
に

つ
い

て

賃
貸

借
契

約
終

了
後

に
本

物
件

に
残

置
物

（
車

両
を

含
む

）
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

、
お

客
様

は
、

当
該

残
置

物
の

所
有

権
を

放
棄

し
、

賃
貸

人
等

、
保

証
会

社
そ

の
他

の
第

三
者

が
当

該
残

置
物

を
搬

出
等

す
る

こ
と

に
何

ら
異

議
を

申
し

立
て

な
い

も
の

と
し

ま
す

。
物

件
か

ら
搬

出
さ

れ
た

残
置

物
を

保
証

会
社

が
保

管
す

る
場

合
、

保
管

開
始

後
1
ヵ

月
以

上
経

過
し

た
と

き
は

、
保

証
会

社
は

賃
借

人
に

事
前

に
通

知
す

る
こ

と
な

く
、

保
管

す
る

残
置

物
を

廃
棄

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
し

ま
す

。
こ

れ
ら

の
作

業
に

関
わ

る
一

切
の

費
用

は
お

客
様

の
負

担
と

し
ま

す
。

ま
た

、
お

客
様

は
、

当
該

残
置

物
の

移
管

等
が

行
わ

れ
た

こ
と

を
理

由
と

し
て

、
保

証
会

社
に

対
し

て
支

払
う

べ
き

金
員

の
支

払
い

義
務

を
拒

む
こ

と
は

で
き

ま
せ

ん
。

1
1

口
座

残
高

が
支

払
準

備
金

（
賃

料
等

）
に

満
た

な
い

場
合

に
つ

い
て

万
が

一
お

客
様

の
指

定
口

座
の

残
高

不
足

に
よ

り
、

口
座

振
替

が
で

き
な

か
っ

た
と

き
は

、
直

ち
に

保
証

会
社

が
指

定
す

る
口

座
へ

賃
料

等
を

全
額

振
込

み
頂

き
ま

す
。

私
は

、
保

証
委

託
契

約
内

容
事

前
説

明
書

を
確

認
し

、
個

人
情

報
の

取
扱

に
関

す
る

条
項

に
同

意
の

う
え

、
保

証
委

託
契

約
の

申
込

を
行

い
ま

す
。

1
2

特
約

に
つ

い
て

ご
記

入
日

（
西

暦
）

2
0
　

  　
年

　
　

  　
　

月
　

　
 　

日
お

申
込

者
様

　
ご

署
名

欄
（
ご

本
人

直
筆

で
ご

署
名

下
さ

い
）

特
約

（
備

考
）
欄

に
記

載
事

項
が

あ
る

場
合

は
、

前
項

目
に

優
先

さ
れ

ま
す

の
で

、
必

ず
ご

確
認

く
だ

さ
い

ま
す

よ
う

お
願

い
し

ま
す

。


